
項番 対象資料等 頁・項目 質問内容 質問の意図 回答

1

津市公共施設予約システム導
入及び利用に係るプロポーザ
ル実施要領

2頁
2業務等の概要(4)

オンライン決済手数料（決済件数に応じて発
生する費用）を除き、初期費用に該当する経
費を「公共施設予約システム導入」、利用月
ごとに発生する基本料金等を「公共施設予
約システム利用」に含める旨の記載がござ
いますが、
施設予約システムとオンライン決済の連携
費用に加えて、オンライン決済側で発生する
初期費用および月額費用も、上記に含める
認識でよろしいでしょうか。

含める、含めないで費用が変動するため。

オンライン決済側で発生する初期費用は
「公共施設予約システム導入」に、オンラ
イン決済側で発生する月額費用は「公共
施設予約システム利用」にそれぞれ含め
てください。

2

津市公共施設予約システム導
入及び利用に係るプロポーザ
ル実施要領

2頁
2業務等の概要(4)

提案上限額の令和8年度公共施設予約シス
テム利用に「1,346」とありますが、他年度と
比較した際、凡そ2ヶ月分の利用料を見込ま
れていると思われます。一方で公共施設予
約システム導入としては「契約締結の日から
令和9年3月31日まで」とありますが、利用開
始は令和9年2月1日を想定されているでしょ
うか。もしくは実際の利用日に関係なく、
「1,346」を上限に算出すればよいでしょうか。

利用料の考え方について確認したい。

お見込のとおり、公共施設予約システム
利用の開始（本稼働）は令和９年２月１日
です。なお、オンライン決済の開始日は令
和９年４月１日としていることから、公共施
設予約システム導入の履行期間は令和９
年３月３１日までとしています。(津市公共
施設予約システム導入業務委託仕様書６
頁９．１「スケジュール」を参照)

3

津市公共施設予約システム導
入及び利用に係るプロポーザ
ル実施要領

9頁
6提案書記載項目

「1.提案コンセプト　12地場企業活用の考え
方」とありますが、どのようなことを記載する
ことを想定されていますでしょうか。

地場企業の位置づけが、津市様に地理的
に近い事業者という位置づけか、もしくは、
津市内の事業者という位置づけなのかを
確認するため。

地場企業とは、津市内本店業者（津市内
に本店又は本社を置く事業者）のことを指
します。津市内本店業者の活用につい
て、該当する事項があれば記載ください。

4

津市公共施設予約システム導
入及び利用に係るプロポーザ
ル実施要領

11頁
8提案書の審査等に関する事
項(2)

第1次審査（書面審査）に関して、参加事業
者が3社以内の場合は無条件で通過の認識
でよろしいでしょうか。

書面審査の内容について確認したい。

参加事業者が３者以内の場合は全員通
過となります。ただし、津市公共施設予約
システム導入及び利用に係るプロポーザ
ル実施要領にて、参加資格要件を具備し
ない者、”失格とする”とされる要件に該当
する者、提出書類に不備がある者は、失
格となります。
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5

津市公共施設予約システム導
入及び利用に係るプロポーザ
ル実施要領

11頁
8提案書の審査等に関する事
項(3)

プレゼンテーションについて、オンライン開催
でも問題ないでしょうか。もしくは対面開催を
必須とする場合は、システム開発元や収納
代行事業者等出席者の一部はWeb参加でも
問題ないでしょうか。

スケジュール調整の兼ね合いで確認した
い。参加者の構成を確定するため。

第２次審査へのオンライン形式での参加
はできません。

6

津市公共施設予約システム導
入及び利用に係るプロポーザ
ル実施要領

12頁
8提案書の審査等に関する事
項(3)

「プレゼンテーションについては、業務等を受
注した際に主として担当する者が提案を行
う」に関して、当社では通常、開発責任者が
プロジェクト管理を行いますが、こちらを指し
ているでしょうか。もしくは契約関連を主とし
て担当する営業担当を指すでしょうか。当社
側で決めて問題なければ、その旨ご回答くだ
さい。

プレゼンテーション主体を確認したい。

当該事業に携わる提案者の職員のうち、
提案するシステム・サービスを理解し、プ
レゼンテーション及び質疑に対応できる見
識や能力を持つ方を想定しています。

7
（様式第5-1号・第5-2号・第5-
3号）見積書

見積書（オンライン決済）

「オンライン決済導入に係る経費（初期費
用）」「オンライン決済利用に係る経費（基本
料金等）」に関して、算出はさせて頂きます
が、オンライン決済に関しては、決済代行事
業者の利用を想定しております（決済代行事
業者との直接契約）。決済代行事業者が指
定納付受託者となり、初期費用ならびに、決
済額に決裁手数料等を乗じた額及び月額利
用料は、決済代行事業者からの請求により
支払い頂く形となりますが、特に問題ないで
しょうか。

請求を一本化する必要があるかを確認した
い。

問題ありません。

8 （様式第6号）提案書記載項目
4オンライン決済
1オンライン決済の種類

「オンライン決済の種類」に関して、クレジット
カード、電子マネー、QRコードなど想定の決
済手段はございますでしょうか。また想定さ
れている各決済のブランド（例：クレジット
カード決済：VISA、QRコード決済：Pay Payな
ど）も併せて確認させてください。指定などは
特になく、当社側からの提示でも特段問題な
い場合は、その旨ご回答ください。

決済種類や指定ブランドに応じて、費用感
が変わるため確認したい。

オンライン決済の種類については、指定し
ていません。ただし、オンライン決済手段
の種類の豊富さは評価対象となりますの
で、ご提案ください。
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9 （様式第6号）提案書記載項目
4オンライン決済
3入金処理

職員の入金処理（調定）に必要な情報があ
り、作業に利用しやすいものか。と記載があ
りますが、必要な情報とは何がございますで
しょうか。

津市様にとって必要な情報の確認のため。

使用料の歳入処理（調定等）は、各施設
の予算執行担当課毎又は指定管理者毎
で行いますので、入金予定額及び入金額
が、いつ、どの施設の決済で生じたものか
判別できる必要があります。効率的な歳
入処理（調定等）について、オンライン決
済運用実績に基づく知見によりご提案くだ
さい。

10 （様式第6号）提案書記載項目
4オンライン決済
4手数料処理

職員の支払処理（支出命令）に必要な情報
があり、作業に利用しやすいものか。と記載
がありますが、必要な情報とは何がございま
すでしょうか。また、手数料処理というのは、
決済代行業者に支払う、手数料をさしていま
すでしょうか。

津市様にとって必要な情報の確認のため。

支払処理は、各施設の予算執行担当課
毎又は指定管理者毎で行いますので、い
つ、どの施設の決済で生じたものか判別
できる必要があります。効率的な支払処
理について、オンライン決済運用実績に
基づく知見によりご提案ください。なお、お
見込のとおり、手数料処理とは、決済代行
業者に支払う手数料のことを指します。

11 （様式第6号）提案書記載項目 全体

各評価項目の配点内訳はございますでしょ
うか。詳細内訳がない場合でも、どこに重き
を置いているのか等あれば事前に確認させ
てください。

配点に応じて提案書構成を変えたい。 各評価項目の配点内訳は非公開です。

12
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

2頁
1.3対象施設

対象施設は約４５０室場と記載があります
が、４５０を超えることはありますでしょうか。

積算のため。
本提案においては、施設数（室場数）は１
２０施設（４５０室場）を想定してください。
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13
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

2頁
1.3対象施設

「本業務のなかで、対象とする施設数等は精
査」とありますが、どの程度変動する想定で
しょうか。また利用契約期間中に、対象施
設・室場数が増加する可能性はありますで
しょうか。ある場合、規模としてはどの程度を
想定されておりますでしょうか。

施設数の変動で費用感が変わるため確認
したい。

本提案における施設数等は１２０施設（４
５０室場）を想定してください。本稼働後の
公共施設予約システム利用契約期間中
に増減する可能性はありますので、その
際の考え方等について提案ください。な
お、増減の規模想定はありません。

14
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

3頁
3.1基本方針(1)

「導入実績」に関して、本導入を前提とした実
証実験事業でも対象となるでしょうか。対象
とならない場合、今回の調達のシステム導
入までに、本導入の実績があれば特に問題
ないでしょうか。

システム要件に対する考え方を確認した
い。

提案書提出時点において本運用開始済
みの、自治体（人口１０万人以上）での導
入実績を示してください。

15
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

3頁
3.1基本方針（3）

「ISMAP に登録されていること。」と記載があ
りますが、ISMAPに登録されているクラウド
環境を利用してサービス提供できれば問題
なかったでしょうか。

参加可否に関わってくるため。システム要
件に対する考え方を確認したい。

問題ありません。

16
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

4頁
3.4オンライン決済

「オンライン決済」とあるため、施設窓口での
キャッシュレス決済は対象外の理解で相違
ないでしょうか。仮に対象の場合、施設側で
利用する決済端末は調達対象外でよろしい
でしょうか。

窓口キャッシュレス決済も含む場合や決済
端末が必要な場合など、別途見積の必要
があるため確認したい。

施設窓口でのキャッシュレス決済は、必須
ではありません。ただし、提案上限額内で
施設窓口でのキャッシュレス決済が導入・
運用可能であれば、ご提案ください。
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17
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

4頁
3.4オンライン決済

オンラインでの年間決済額について、想定で
構いませんのでご教示ください。現時点で不
明であればその旨ご回答ください。

費用感が変わるため確認したい。

年間決済額の想定はありません。導入す
る公共施設予約システムの機能や提供可
能な決済種類等に左右されるため、受注
者決定後に、受注者のオンライン決済運
用実績に基づく知見を参考させていただく
考えです。

18
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

4頁
3.4オンライン決済

オンライン決済に関して、入金精算サイクル
は月1回（月末締め・翌月末払いなど）で問題
ないでしょうか。

オンライン決済導入時に必要な情報となる
ため、事前に確認したい。

問題ありません。（津市公共施設予約シス
テム導入業務委託仕様書 4頁 3.4-(5)の
とおり。）

19
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

4頁
3.4オンライン決済(3)

手数料は津市様で一括してご負担されるの
か、それとも各管理主体毎にご負担されるの
でしょうか。

積算のため。
決済手数料については、各施設の予算執
行担当課毎又は指定管理者毎の支出を
想定しています。

20
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

4頁
3.4オンライン決済(3)(4)

施設使用料（歳入）は施設の管理主体毎に
まとめるということでしょうか。
（管理主体毎にまとめる場合）その合計数は
おおよそどのくらいでしょうか。

（例）　津市（5部署）　　指定管理者A　　指定
管理者B　合計数　7つ

積算のため。

使用料・利用料の歳入執行（調定等）は各
施設の予算執行担当課毎又は指定管理
者毎を想定しています。オンライン決済を
予定している対象施設を所管する予算執
行担当課は１６部署、指定管理者は２者、
合計１８を現在想定しています。
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項番 対象資料等 頁・項目 質問内容 質問の意図 回答

21
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

4頁
5会議体運営

定例会報告は、導入期間のみでしょうか。そ
れともシステム稼働後も必要でしょうか。

積算のため。
公共施設予約システム導入の履行期間
のみです。

22
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

5頁
6研修

研修を実施する対象職員数はおおよそ何名
でしょうか。またハンズオン形式の場合は、
パソコンは各施設担当者にてご準備いただ
けるのでしょうか。

研修回数や方法を検討するため。

１２０名（１施設１名参加想定）を見込んで
ください。（実際に研修に参加する職員数
は未定ですので増減する可能性がありま
す。）
実施回数としては、４回以上の開催（１回
あたり３０名参加）を想定してください。
研修に参加する職員向けパソコンについ
ては、発注者で用意します。

23
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

5頁
7現行システムからのデータ移
行

指定管理者を含めて、移行対象となる現行
システムの数をご教示ください。（複数の場
合）、いずれのデータ移行元からもＣＳＶファ
イルでご提供いただけるということでお間違
いないでしょうか。

積算のため。

移行対象となる現行システムの数は、１つ
です。現行システム内の利用者情報・施
設予約情報はCSVファイルで提供する想
定です。

24
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

5頁
7現行システムからのデータ移
行(1)

貴市における施設分類（文化施設・スポーツ
施設・公民館・集会施設等）ごとのおおよそ
の年間施設予約件数をご教示ください。

オンライン決済に係る費用算定の材料とし
たいため。
※該当頁に記載の「令和６年度における施
設予約情報は、約４５，０００件である。」に
ついて、施設分類別の内訳をご教示くださ
い。

内訳は以下のとおりです。
文化施設:約５，５００件
スポーツ施設：約１８，８００件
公民館:約２，１００件
集会施設等:約１８，６００件
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25
津市公共施設予約システム導
入業務委託仕様書

5頁
7現行システムからのデータ移
行(2)

複数の利用者ＩＤを保持されている利用者の
方がいた場合、同一利用者であることの判
定は何を以って行えばよいでしょうか。
（例：氏名＋住所＋電話番号の完全一致に
より同一利用者と判定　等）

同一利用者のＩＤ統合又は新ＩＤへの紐づけ
を行う上での作業工数を算出するため。

同一利用者のＩＤ統合を含めたデータ移行
方法については、津市公共施設予約シス
テム導入業務委託仕様書に提案事項と
記載しているとおり、特にご提案いただき
たい項目となります。今までのシステム移
行の実績に基づいた知見によりご提案く
ださい。

26
デジタル地方創生モデル仕様
書（公共施設等予約システム）

■基本要件
基本事項
データ移行

「データ移行」に関して、紙など手作業による
移行はない想定で問題ないでしょうか。ある
場合作業ボリューム（件数,枚数）のご提示、
またサンプルフォーマット（可能な限り全て）
をデータにて展開頂けないでしょうか。

手作業移行の場合は別途追加費用が発生
するため確認したい。

津市公共施設予約システム導入業務委
託仕様書５頁７「現行システムからのデー
タ移行」に記載のとおり、現行システム内
の利用者情報・施設予約情報はCSVファ
イルで提供しますので、紙など手作業によ
る移行は無い想定です。ただし、当該業
務の中で利用者ＩＤ統合など、提案内容に
よって手作業が発生すると考えられる場
合は見積りに含めてください。

27
デジタル地方創生モデル仕様
書（公共施設等予約システム）

■基本要件
資格管理
利用者側アカウント管理
アカウント認証方法

本人確認に関して、各施設窓口で運転免許
証や健康保険証などを用いた対面実施を想
定されているでしょうか。

運用次第では追加開発コストが発生するた
め、確認したい。

各施設の窓口において、対面による本人
確認は想定していません。

28
デジタル地方創生モデル仕様
書（公共施設等予約システム）

■機能要件
その他
業務統計
集計処理

「統計機能」に関し自由分析として、計算項
目などを管理者側でカスタマイズし、集計表
やグラフなどに変更できるツールを提供予定
です。その場合ユーザーIDとしてはいくつを
想定すればよろしいでしょうか。

費用算出にあたって確認したい。
以下を参考にご提案ください。
施設所管課：約２０
施設数：約１２０
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項番 対象資料等 頁・項目 質問内容 質問の意図 回答

29
デジタル地方創生モデル仕様
書（公共施設等予約システム）

■機能要件
その他
帳票出力・データ出力
帳票出力

帳票に関して、144行目に記載されている書
式が対象という理解で相違ないでしょうか。
その場合、可能な範囲でフォーマットをデー
タにて事前共有頂くことは可能でしょうか。ま
た、各帳票の日次出力枚数を目安で構わな
いのでご教示ください。

書式や出力数に応じ費用が変わるため確
認したい。

帳票については、デジタル地方創生モデル仕様
書の「■機能要件-その他-帳票出力・データ出
力-帳票出力-その他、指定する帳票の印刷が
出来ること。」に記載されている帳票に対応して
いることが前提です。それらの帳票のうち実際に
使用する帳票等は、導入する公共施設予約シス
テム決定後、施設毎の運用が異なることから受
注者及び施設所管課との協議により決定するこ
ととしています。なお、各帳票の様式は、提案い
ただくシステムの標準様式を想定しています。各
帳票の日次出力枚数については、当市と同規模
自治体での知見に基づき、ご提案ください。

30
デジタル地方創生モデル仕様
書（公共施設等予約システム）

■機能要件
その他
帳票出力・データ出力
帳票出力

「施設ごとに、各種帳票のレイアウトや名称
部分等の文言設定ができること」に関して、
フォーム作成時に独自カスタマイズを組み込
んだ以降は、各帳票のレイアウトや文言等に
関して、管理者側での修正は都度できない
仕様となりますが、特に問題ないでしょうか
（軽微な修正であれば保守業務の範囲内で
対応できます）。

設定範囲について事前に確認したい。

各帳票のレイアウトや文言等のフォーム
作成以降における管理者側での修正の
可否及び保守対応の範囲については、す
べて審査の対象としますので、提案書に
記載してください。

31
デジタル地方創生モデル仕様
書（公共施設等予約システム）

■自治体で独自に追加した要
件
貸出単位の管理
貸出場所の設定・管理

F148セル・
「場合によって必須となる機能」として取り扱
う。）とありますが、どのような場合、必須とな
るのでしょうか。

選定基準を確認するため。

この記載は、デジタル地方創生モデル仕
様書（公共施設予約システム）のＩ列（場合
によって必須となる機能）に〇が付された
項目として取り扱うことを示すものです。
よって、「〇：対応可」または「△：その他」
を記入し、さらに「△：その他」の場合は代
替手段の記入が必要です。（津市公共施
設予約システム導入及び利用に係るプロ
ポーザル実施要領６頁（ア）-Ａ-c-②「回
答要件」を参照）
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